
初
見
史
料
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

持
統
天
皇
十
年

（
六
九
六
）

肥
後
国

文
武
天
皇
二
年

（
六
九
八
）

筑
前
国
・
豊
後
国
・
日
向
国

大
宝
二
年

（
七
〇
二
）

豊
前
国
・
薩
摩
国

慶
雲
四
年

（
七
〇
七
）

筑
後
国

和
銅
六
年

（
七
一
三
）

大
隅
国

天
平
十
二
年

（
七
四
〇
）

肥
前
国

ぞ
う
せ
き
ね
ん

国
が
分
轄
さ
れ
た
背
景
に
は
、
六
年
ご
と
に
巡
っ
て
く
る
造
籍
年
が
あ

り
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
六
九
六
年
に
な
る
の
で
、
そ
の
前
年
の
持
統
天
皇

九
年
（
六
九
五
）
に
分
轄
し
、
六
年
後
に
薩
摩
国
を
日
向
国
か
ら
、
そ
の

六
年
後
に
、
日
向
国
か
ら
大
隅
国
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。『
続
日
本

紀
』
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）
七
月
の
条
に
「
九
国
三
嶋
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
追
書
で
あ
り
、
壱
岐
・
多
�
・
対
馬
の
三
島
を
加
え
て
九
国
三
島
と

な
る
の
は
和
銅
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、

さ
き
も
り

と
ぶ
ひ

・
天
智
三
年
「
対
馬
国
、
壱
岐
国
、
筑
紫
国
等
に
防
人
と
烽
を
置
く
」

・
天
智
六
年
「
対
馬
国
の
金
田
城
を
築
く
」

等
の
記
載
で
あ
る
。
白
村
江
の
戦
い
以
後
、
緊
迫
し
た
ア
ジ
ア
情
勢
の
中

で
、
そ
の
戦
い
の
最
先
端
の
島
国
と
な
っ
た
対
馬
国
と
壱
岐
国
等
は
、
早

い
段
階
で
一
国
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
天

長
元
年
（
八
二
四
）
に
多
�
島
司
が
辞
め
さ
せ
ら
れ
て
大
隅
国
に
従
属
さ

れ
る
ま
で
の
一
一
〇
年
間
、
九
州
は
九
国
三
島
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以

後
九
州
は
九
国
二
島
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
豊
前
国
の
初
見
は
大
宝
二
年

（
七
〇
二
）
で
あ
り
、
養
老
令
の
国
四
等
官
に
よ
れ
ば
「
上
国
」
に
位
置

付
け
ら
れ
た
。

豊
前
国
内
の
郡
・
郷
の
構
成
を
『
延
喜
式
』
と
『
和
名
類
聚
鈔
』
か
ら

見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

三

大
宰
府
と
豊
前
国
府

１

大
宰
府
以
前

筑
紫
大
宰

宣
化
天
皇
元
年
（
五
三
六
）
に
、
任
那
情
勢
の
危
機
を

ふ
ま
え
、
筑
紫
国
は

と
お

ち
か

ま
う

い
た

ゆ
き
き

せ
き
と

遐
く
邇
く
、
朝
で
届
る
所
、
去
来
の
関
門
に
す
る
所
な
り

と
し
て
、
河
内
国
、
尾
張
国
、
伊
勢
国
、
伊
賀
国
の
各
屯
倉
の
殻
を
、
筑

な
の
つ

み
や
け

紫
国
の
那
津
に
官
家
を
造
っ
て
、
筑
・
肥
・
豊
の
三
か
国
の
屯
倉
を
集
積

郡
名

郷

名

現
在
の
市
町
村

企
救

長
野
・
蒲
生

北
九
州
市

田
河

香
春
・
雉
治
・
位
登
・
城
田

田
川
郡
・
田
川
市

京
都

諫
山
・
本
山
・
刈
田
・
高
来

京
都
郡
・
行
橋
市

仲
津

砦
見
・
蒭
見
・
城
井
・
狭
度
・
高
屋
中
巨
・
仲
津
・

高
家

築
城

綾
幡
・
桑
田
・
樢
木
・
大
野

築
上
郡
・
豊
前
市

上
毛

山
田
・
炊
江
・
多
布
・
上
身

下
毛

山
國
・
大
家
・
麻
生
・
野
仲
・
諫
山
穴
石
・
小
楠

下
毛
郡
・
中
津
市

宇
佐

野
麻
・
酒
井
・
�
原
・
封
戸
・
向
野
廣
山
・
垣
田
・

高
家
・
深
見
・
辛
島

宇
佐
郡
・
宇
佐
市
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し
、
非
常
に
備
え
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
と
き

ほ
と
り

に
「
那
津
の
口
に
官
家
」
が
存
在
し
、
政
府
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て

い
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
推
古
天
皇
十
七
年
四
月
、
百
済
僧
道
欣

あ
し
き
た

な
ど
が
肥
後
国
葦
北
津
（
熊
本
県
芦
北
郡
付
近
）
に
来
た
こ
と
を
筑
紫
大

宰
が
報
告
し
た
と
書
記
は
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
が
「
筑
紫
大
宰
」
の
初
見

記
事
で
あ
る
。

筑
紫
大
宰
の
仕
事
は
、
大
き
く
捉
え
れ
ば
、
大
陸
の
使
人
等
が
筑
紫
に

到
着
し
た
時
の
接
待
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
皇
極
二
年
（
六

四
三
）
四
月
に
は
百
済
国
主
、
同
年
六
月
に
は
高
句
麗
大
使
の
来
訪
を
受

け
、
そ
の
接
待
を
行
っ
て
い
る
。
更
に
、
大
化
五
年
（
六
四
九
）
は
筑
紫

大
宰
帥
に
蘇
我
日
向
が
任
ぜ
ら
れ
、
白
雉
五
年
（
六
五
四
）
に
孝
徳
天
皇

不
予
の
た
め
に
般
若
寺
を
建
立
し
た
と
あ
る
。
現
在
の
筑
紫
野
市
武
藏
寺

む

さ

し

が
蘇
我
日
向
の
「
無
邪
志
」
に
因
縁
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
、
更
に
、
太
宰
府
市
京
町
に
存
在
す
る
般
若
寺
が
そ
れ
に
想
定
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
般
若
寺
の
発
掘
調
査
結
果
か
ら
は
、
七
世
紀
に

ま
で
遡
る
資
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
八
世
紀
前
半
代
の
寺
院
と
推
定

さ
れ
、
考
古
学
の
面
か
ら
は
否
定
的
な
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

近
年
に
な
り
小
郡
市
に
上
岩
田
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
遺
跡
は
大

和
山
田
寺
式
垂
木
先
瓦
や
鬼
板
を
出
土
し
、
建
物
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る

お
こ
お
り

こ
と
か
ら
、
持
統
三
年
（
六
八
九
）
六
月
条
に
見
え
る
「
筑
紫
小
郡
」
で

あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
外
交
用
の
庁
舎
が
設
け
ら
れ
、
饗
応
が
あ
っ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
推
古
朝
の
外
交
施
策
の
一
環
と
し

て
、
機
構
・
施
設
等
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
に
筑
紫
大
宰
が
関
与
し
た
で
あ

ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
、
筑
紫
大
宰
の
記
事
は
天
武
天
皇
元
年

く
る
く
ま
お
う

（
六
七
二
）
六
月
条
に
筑
紫
大
宰
栗
隈
王
の
名
が
見
え
る
。

そ
こ
で
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）
に
「
筑
紫
総
領
」
と
い
う
名
が
見

え
る
が
、
一
般
の
総
領
は
大
宰
と
同
質
の
官
職
で
あ
り
、
性
格
的
に
は
広

域
地
方
の
行
政
官
と
で
も
言
い
、
畿
内
か
ら
筑
紫
に
至
る
瀬
戸
内
海
の
動

脈
の
掌
握
を
目
的
と
し
た
組
織
で
あ
っ
た
。
総
領
が
置
か
れ
た
の
は
筑

紫
・
吉
備
・
周
防
・
伊
予
な
ど
で
、
文
武
天
皇
元
年
（
六
九
七
）
に
は
吉

備
大
宰
の
名
を
「
吉
備
総
領
」
に
改
め
て
い
る
。
大
宝
令
で
は
筑
紫
国
を

除
く
三
か
国
は
総
領
が
廃
止
さ
れ
、
筑
紫
国
の
み
が
残
り
、「
大
宰
府
」

へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

２

大
宰
府
の
構
造

大
宰
府
の
都
城
制

浄
御
原
令
の
制
定
に
伴
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
大
宰
府

制
が
施
行
さ
れ
、
筑
紫
総
領
は
対
外
の
饗
応
や
西

海
道
の
諸
事
項
に
あ
た
っ
た
。
そ
し
て
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
の
大
宝

律
令
の
制
定
に
よ
っ
て
我
が
国
の
律
令
体
制
は
確
立
し
た
が
、
地
方
行
政

は
国
司
制
を
基
本
と
し
た
た
め
、
大
宰
府
制
は
廃
止
さ
れ
た
。
筑
紫
以
外

の
行
政
機
構
は
国
司
制
に
依
存
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
筑
紫
国
に
お
け
る

行
政
整
備
は
、
二
重
構
造
的
な
支
配
体
制
が
組
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
筑
紫
大
宰
に
は
内
・
外
交
関
係
の
任
務
は
も
ち
ろ
ん
、
国
家
レ
ベ
ル

の
軍
事
的
側
面
が
課
せ
ら
れ
た
た
め
、
一
国
司
で
は
そ
の
役
割
は
担
う
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
大
宰
府
が
存
続
し
た
理
由
の
一
つ
に
、
こ
の
軍
事

第３章 律令政治の幕開け

421



面
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
宰
帥
が
地
方
官
と
し
て
、
従
三
位
相
当

官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
も
そ
れ
だ
け
大

宰
府
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
解
さ
れ
る
。

さ
て
、
大
宰
府
の
都
城
を
総
体
的
に
見
る
と
、
大
宰
府
政
庁
は
水
城
や

大
野
城
・
基
肄
城
な
ど
の
諸
施
設
と
山
々
に
囲
ま
れ
た
自
然
要
塞
を
感
じ

さ
せ
る
。
危
機
と
な
っ
た
白
村
江
敗
戦
後
の
国
防
体
制
整
備
と
し
て
水

城
・
大
野
城
・
基
肄
城
が
築
城
さ
れ
た
が
、
攻
防
を
展
開
す
る
戦
闘
拠
点

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
感
じ
さ
せ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
大
野
城
・
基
肄
城
に

見
る
多
数
の
倉
庫
群
は
、
内
政
防
備
の
た
め
の
建
物
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
た
だ
し
、
水
城
・
小
水
城
は
対
新
羅
・
唐
連
合
軍
を
意
識
し
た
防

塁
で
あ
り
、
当
時
の
歩
兵
集
団
を
考
え
れ
ば
、
幅
六
〇
㍍
の
外
堀
と
水
城

本
体
四
㍍
の
高
さ
は
防
御
戦
略
と
し
て
十
分
な
施
設
で
あ
っ
た
ろ
う
。

大
宰
府
政
庁
を
中
心
と
す
る
街
は
、
藤
原
京
や
平
城
京
と
同
じ
く
条
坊

制
が
し
か
れ
て
い
た
。
文
書
で
は
二
二
条
、
一
二
坊
ま
で
認
め
ら
れ
、
東

部
を
左
郭
、
西
部
を
右
郭
と
呼
び
、
政
庁
南
門
か
ら
南
に
延
び
る
道
路
を

朱
雀
大
路
、
郭
の
端
を
区
切
る
道
路
を
京
極
大
路
と
呼
ぶ
と
文
書
は
伝
え

て
い
る
。
こ
の
条
坊
に
関
し
て
鏡
山
猛
は
二
条
を
加
え
て
、
南
北
二
四

条
、
東
西
二
四
坊
の
正
方
形
の
都
制
を
復
元
し
て
い
る
。
更
に
最
近
の
発

掘
調
査
の
成
果
か
ら
道
路
や
溝
等
が
検
出
さ
れ
、
鏡
山
条
坊
復
元
を
基
本

に
更
な
る
条
坊
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
中
核
地
点
の
政
庁
城
を
防
備
し
、
自
然
地
形
を
利
用
し
た
施
設
・

ら

じ
ょ
う

防
衛
ラ
イ
ン
は
「
羅
城
」
で
あ
る
と
い
う
想
定
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
更
に
、
前
田
良
一
は
『
風
水
防
護
都
市
│
大
宰
府
』
で
、
大
宰
府
は

風
水
あ
る
い
は
宗
教
的
防
御
と
い
う
観
点
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
理
想
の

地
形
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
城
京
は
四
神
（
四

禽
）
相
応
の
思
想
を
都
城
建
設
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
安

ほ

き

倍
晴
明
の
『
�
�
内
伝
』
に
は

せ
い
り
ゅ
う

す
じ
ゃ
く

東
に
流
水
あ
る
を
青
龍
と
い
い
、
南
に
沢
畔
あ
る
を
朱
雀
と
い
い
、
西
に
大
道
あ
る

び
ゃ
っ
こ

げ
ん

ぶ

し

し
ん

を
白
虎
と
い
い
、
北
に
高
山
あ
る
を
玄
武
と
い
う
。
こ
れ
ら
が
備
わ
っ
た
地
が
四
神

そ
う
お
う

相
応
の
地
で
、
大
吉
の
地
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
宰
府
官
人
構
成

天
武
天
皇
六
年
（
六
七
七
）
筑
紫
大
宰
が
赤
鳥
を

献
じ
た
の
で
、
大
宰
府
諸
司
の
人
に
禄
を
賜
う
と

あ
り
、
ま
た
、
持
統
天
皇
五
年
（
六
九
一
）
に
は
、「
…
（
略
）
筑
紫
大

宰
府
典
を
拝
し
て
よ
り
以
来
今
に
二
九
年
」
の
記
載
事
実
か
ら
、
大
宰
府

の
発
足
は
天
武
天
皇
初
期
に
は
か
な
り
充
実
し
て
い
た
と
見
る
向
き
も
あ

る
。
二
十
九
年
を
遡
る
と
天
智
天
皇
三
年
に
あ
た
り
、
倭
が
百
済
救
援
に

失
敗
し
国
内
防
衛
に
対
処
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

大
宰
府
の
官
人
構
成
を
養
老
令
（
職
員
令
）
に
求
め
て
み
よ
う
。

大
宰
府
官
人
の
定
員
と
職
種

官
職
名

位

職

種

主
神
一
人

正
七
位

諸
々
の
祭
祠
を
職
と
す
る

帥

一
人

従
三
位

総
て
の
官
職
を
掌
る

大
弐
一
人

正
五
位
上

帥
に
同
じ

第３編 古 代

422



こ
う
し
た
大
宰
府
官
人
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
増
加
し
て
い
っ
た
。
職
員

令
で
は
五
〇
人
を
出
な
い
く
ら
い
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
郡
司
ク
ラ
ス
の

地
方
豪
族
府
兵
・
選
士
・
雑
戸
等
そ
の
数
を
数
え
れ
ば
一
〇
〇
〇
人
以
上

に
及
ん
だ
も
の
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
官
人
は
次
の
よ
う
な
役
所
で
働
い
て
い
た
。
現
在
は
政
庁
・

蔵
司
・
学
校
院
が
遺
構
と
し
て
知
ら
れ
、
他
の
建
物
等
は
発
見
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
性
格
は
今
の
と
こ
ろ
定
か
で
な
い
た
め
、
遺
物
等
の
精
査
に

よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

防
人
正
一
人

七
位
上

人
の
名
帳
、
戎
具
、
教
閲
及
び
食
料
田
の
こ
と

佑
一
人

正
八
位
上

正
に
同
じ

令
史
一
人

大
初
位
下

主
船
一
人

正
八
位
上

船
�
を
修
理
す
る
こ
と

主
厨
一
人

正
八
位
上

き
た
ひ

し
し
び
し
ほ

あ
へ

に
ら
き

ひ
し
ほ

く
し

醢
・

醯
・
韲
・
�
・
醤
の
�
・
鮭
等
の
こ
と

史
生
二
十
人

№

施
設
名

職

務

内

容

一

府
庁

大
宰
府
管
内
の
政
務
を
行
う
所

二

学
校
院

学
業
を
教
授
す
る
明
経
博
士
一
人
と
音
博
士
・
明
法
博
士
・
医

師
・
算
師
な
ど
管
内
六
国
で
二
百
余
人
の
学
生
が
い
た

三

兵
馬
所

兵
馬
二
〇
疋
が
置
か
れ
、
飼
丁
・
草
丁
が
そ
の
世
話
を
し
た

四

蕃
客
所

蕃
客
の
饗
宴
を
行
う
所
、
鴻
臚
館
を
指
す

五

主
厨
司

蕃
客
饗
応
の
馳
走
や
供
御
・
御
贄
の
調
整

六

主
船
司

舟
の
新
造
や
修
理
を
行
う

七

匠
司

仕
丁
一
人
を
あ
て
、
諸
営
作
を
す
る

八

修
理
器
仗
所

武
具
の
新
造
及
び
修
理
。
仕
丁
一
人

九

薬
司

仕
丁
一
人
を
あ
て
、
薬
材
等
を
整
え
る
。
大
宰
府
の
医
師
二
人
で

九
州
諸
国
の
医
生
も
教
授

十

貢
上
染
物
所

管
内
か
ら
集
め
た
調
物
を
染
色
し
貢
上
す

十
一

作
紙
所

貢
上
染
物
所
と
同
じ
で
守
衛
選
士
が
あ
て
ら
れ
た

十
二

蔵
司

管
内
の
調
庸
物
を
収
納
す
る
司

十
三

税
司

庸
米
・
税
米
を
収
納
す
る
司
。
収
納
税
庫
あ
り

十
四

大
帳
所

課
口
不
課
口
の
数
を
記
し
た
帳
簿
保
管
所

十
五

公
文
所

大
宰
府
文
書
保
管
所

少
弐
二
人

従
五
位
下

大
弐
に
同
じ

大
監
二
人

正
六
位
下

か
ん
が

府
内
を
糺
判
し
、
文
案
を
審
署
、
稽
失
を
勾
え
、
非
違
を
察

す
る
事
を
掌
る

少
監
二
人

従
六
位
上

大
監
に
同
じ

大
典
二
人

正
七
位
上

事
を
受
け
て
上
抄
し
、
文
案
を
勘
署
し
、
稽
失
を
検
出
し
、

公
文
を
読
み
申
す
こ
と

少
典
二
人

正
八
位
上

大
典
に
同
じ

大
判
事
一
人

従
六
位
下

犯
状
を
案
覆
し
、
刑
名
を
断
定
し
、
諸
々
の
争
訟
を
判
る
こ

と

少
判
事
一
人

正
七
位
上

大
判
事
に
同
じ

大
令
史
一
人

大
初
位
上

判
分
を
抄
写
す
る

少
令
史
一
人

大
初
位
下

大
令
史
に
同
じ

大
工
一
人

正
七
位
上

城
隍
・
舟
�
・
戎
器
・
諸
営
作
事

少
工
二
人

正
八
位
上

大
工
に
同
じ

博
士
一
人

従
七
位
下

経
業
を
教
授
し
、
学
生
を
課
試
す
る

陰
陽
師
一
人

正
八
位
上

ぜ
い

占
筮
し
、
地
を
相
す
る

医
師
二
人

正
八
位
上

診
候
し
、
病
を
療
す
る

算
師
一
人

正
八
位
上

物
の
数
を
勘
え
計
る
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元 

３

大
宰
府
史
跡
の
発
掘

大
宰
府
政
庁
跡

神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
十
月
十
日
、
大
宰
府
は

中
央
に
対
し
て
、

此
の
府
は
人
と
物
と
が
に
ぎ
や
か
な
所
で
、
渉
猟
し
た
く
て
も
、
そ
の
方
法
が
な
い

の
で
、
列
代
諸
史
を
給
わ
っ
て
管
内
で
伝
習
さ
せ
、
学
業
を
興
す
よ
う
に
し
た
い
。

と
、
大
宰
府
の
奉
言
は
そ
の
繁
栄
ぶ
り
を
詠
っ
て
い
る
。
政
庁
跡
は
朝
賀

の
儀
式
や
外
国
使
節
の
応
対
な
ど
を
行
う
場
所
で
、
建
物
配
置
は
中
国
都

城
の
朝
堂
院
を
縮
小
化
し
た
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
政
庁
跡
を
記
し
た
資

料
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
「
観
世
音
寺
村
之
内
旧
跡
礎
現
改
之
図
」

が
あ
り
、
礎
石
二
〇
一
個
が
描
か
れ
、
こ
れ
ら
を
基
に
鏡
山
猛
は
政
庁
建

物
及
び
条
坊
を
復
元
し
、
現
在
の
発
掘
調
査
の
基
本
に
さ
れ
て
い
る
。

発
掘
調
査
は
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
に
開
始
さ
れ
、
都
合
七
回
に
わ
た

る
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
き
く
二
回
建
て
替
え
ら
れ
、
検

出
遺
構
を
三
次
期
に
整
理
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
南
門
は
正
面
五
間
、
奥

行
き
二
間
の
重
層
で
、
東
西
に
築
地
塀
が
取
り
付
き
、
中
門
は
正
面
三

間
、
奥
行
き
二
間
の
単
層
で
、
東
西
か
ら
回
廊
が
延
び
正
殿
に
結
ば
れ
る

配
置
を
と
る
。
正
殿
は
正
面
七
間
、
奥
行
四
間
の
四
面
廂
建
物
で
あ
る
。

回
廊
内
に
は
東
西
二
棟
ず
つ
の
四
間
七
間
の
脇
殿
が
配
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ

る
朝
堂
院
建
物
配
置
で
あ
る
。
ま
た
正
殿
後
方
は
築
地
塀
が
延
び
、
中
央

図３―２４ 大宰府政庁跡付近遺構配置図

十
六

防
人
司

辺
防
を
分
掌
す
る
所

十
七

警
固
所

外
敵
侵
入
を
警
固
す
る
所

十
八

大
野
城
司

大
野
城
建
物
の
警
備
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北
門
へ
接
続
す
る
。
正
殿
後
方
に
は
後
殿
が
ひ
か
え
て
い
る
。

Ⅰ
期
と
す
る
遺
構
は
掘
立
柱
建
物
で
、
二
棟
及
び
柵
列
等
が
検
出
さ
れ

て
お
り
、
時
期
は
七
世
紀
後
半
代
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ⅱ
期
は
南
門

中
門
の
鎮
壇
具
及
び
出
土
瓦
等
か
ら
八
世
紀
初
頭
ご
ろ
、
そ
れ
を
和
銅
年

間
も
や
や
下
っ
た
時
期
に
、
礎
石
を
使
用
し
た
朝
堂
院
形
式
の
建
物
が
造

営
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ⅲ
期
は
南
門
・
中
門
の
焼
土
層
序
と
出
土
瓦

か
ら
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
の
藤
原
純
友
の
乱
後
に
、
Ⅱ
期
と
同
じ
よ
う

な
形
式
の
建
物
が
再
建
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
時
期
は
十
世
紀
後
半
代
が
与
え
ら
れ
る
。

学
校
院
跡

養
老
職
員
令
で
は
、
博
士
・
医
師
等
を
中
心
に
学
問
の

充
実
が
図
ら
れ
た
。
豊
前
国
関
係
の
記
載
は
、
弘
仁
十

二
年
（
八
二
一
）
に
対
馬
の
史
生
を
停
め
て
、
代
わ
り
に
博
士
を
置
い
た

こ
と
が
『
塁
聚
三
代
格
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
、
府
下
に
学
習
す

る
者
は
「
筑
前
・
筑
後
・
豊
前
・
豊
後
・
肥
前
・
肥
後
」
の
六
国
の
優
秀

な
学
生
二
百
余
人
が
学
ん
で
い
た
。

現
在
は
学
業
院
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
呼
び
名
は
鎌
倉
時
代
以

降
の
な
ま
り
で
あ
る
。
検
出
さ
れ
て
い
る
主
な
遺
構
は
、
ほ
ぼ
中
央
に
掘

立
柱
建
物
跡
約
一
一
棟
あ
り
、
礎
石
建
物
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
中
央

の
四
間
×
七
間
の
東
西
棟
建
物
は
、
学
校
院
の
中
で
最
も
大
き
い
中
枢
的

建
物
で
あ
る
。
ま
た
、
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
に
始
ま
る
学
校
院
と
観

世
音
寺
の
土
地
争
い
の
遺
構
「
南
北
溝
」
三
条
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
今

後
の
調
査
に
期
待
さ
れ
る
。

筑
紫
観
世
音
寺

和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
二
月
一
日
条
に

筑
紫
観
世
音
寺
、
淡
海
大
津
宮
御
宇
天
皇
奉
為
後
岡
本
宮
御
宇
天
皇
誓
願
所
其
也

と
記
し
て
あ
る
よ
う
に
、
朝
倉
橘
広
庭
宮
で
逝
去
さ
れ
た
斉
明
天
皇
の
追

善
を
弔
う
た
め
、
天
智
天
皇
が
発
願
し
た
の
が
観
世
音
寺
で
あ
る
。
こ
の

寺
院
は
も
う
一
つ
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、「
府
之
大
寺
」
と
呼
ば
れ
る

如
く
、
大
宰
府
の
庇
護
の
も
と
壮
大
な
七
堂
伽
藍
を
呈
し
、
南
都
の
諸
寺

と
同
格
に
処
遇
さ
れ
そ
の
威
厳
さ
を
誇
っ
て
い
た
。
し
か
し
諸
般
の
事
情

に
よ
り
寺
院
完
成
ま
で
は
か
な
り
の
歳
月
を
要
し
た
よ
う
で
、
天
平
十
八

年
（
七
四
六
）
落
慶
法
要
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
天
平
宝
字
五
年
（
七

六
一
）
に
下
野
薬
師
寺
と
と
も
に
戒
壇
院
が
設
置
さ
れ
、
名
実
共
に
寺
格

を
誇
っ
た
寺
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

資
料
と
し
て
は
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
に
作
成
さ
れ
た
「
観
世
音
寺

資
財
帳
」
が
残
っ
て
お
り
、
各
堂
宇
等
の
建
物
規
模
や
歴
史
的
事
実
等
と

発
掘
調
査
と
の
比
較
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
東
に
塔
、
西
に
東
面
す
る
金

堂
を
配
し
、
中
門
か
ら
巡
る
回
廊
は
講
堂
に
結
ば
れ
、
伽
藍
配
置
は
い
わ

ゆ
る
「
観
世
音
寺
式
伽
藍
配
置
」
で
あ
る
。

塔
跡
は
資
財
帳
に
「
瓦
葺
き
五
重
塔

戸
四
具
」
と
あ
る
が
規
模
等
は

記
さ
れ
て
い
な
い
。
塔
心
礎
は
径
二
・
三
㍍
前
後
の
大
き
さ
で
、
柱
刳
込

径
〇
・
九
㍍
、
深
さ
〇
・
二
㍍
で
あ
る
。
基
壇
は
削
除
さ
れ
て
残
っ
て
い

な
い
が
、
か
ろ
う
じ
て
基
壇
根
石
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
復
元
す
る
と

一
辺
一
五
㍍
（
五
〇
尺
）
、
高
さ
一
・
八
㍍
の
基
壇
に
復
元
可
能
で
あ
る
。
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金
堂
は
資
財
帳
に
「
瓦
葺
二
層

長
五
丈
四
尺

広
三
丈
四
尺
五
寸
」

と
あ
り
、
金
銅
阿
弥
陀
如
来
座
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
調
査
で
Ⅰ
〜
Ⅴ

期
の
基
壇
が
検
出
さ
れ
、
Ⅰ
期
は
創
建
当
初
の
基
壇
で
東
西
一
七
・
八
五

㍍
、
南
北
二
三
・
七
五
㍍
の
瓦
積
基
壇
と
判
明
。
時
期
は
八
世
紀
前
半
ご

ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
Ⅱ
期
は
乱
石
積
基
壇
で
平
安
時
代
前
期
、
Ⅲ
期

は
石
垣
積
基
壇
で
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
の
焼
失
後
に
再
建
さ
れ
た

基
壇
で
あ
ろ
う
。
Ⅳ
期
以
降
は
現
在
残
る
基
壇
で
あ
る
。

講
堂
は
、
資
材
帳
に
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
小
破
。
康
平
七
年
（
一
〇

六
四
）
焼
亡
。
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
暴
風
転
倒
の
記
載
が
あ
る
。
従

来
、
創
建
期
の
礎
石
と
し
て
疑
い
も
し
な
か
っ
た
礎
石
は
、
平
成
十
五
年

の
調
査
で
、
平
安
時
代
初
頭
ご
ろ
に
移
動
さ
れ
、
大
幅
に
改
築
し
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
建
物
を
含
め
て
Ⅰ
〜
Ⅳ
期
に
わ

た
っ
て
基
壇
が
改
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
Ⅰ
期
は
創
建
期
と

考
え
ら
れ
、
身
舎
四
間
・
側
柱
七
間
の
四
面
廂
建
物
で
、
金
堂
と
同
様
瓦

積
基
壇
と
想
定
さ
れ
る
。
金
堂
と
同
じ
こ
ろ
か
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
若
干

下
る
時
期
の
八
世
紀
中
ご
ろ
の
建
立
と
推
定
。
Ⅱ
期
は
乱
石
積
基
壇
で
、

東
西
三
四
・
八
㍍
×
南
北
二
〇
・
四
六
㍍
、
高
さ
約
一
・
三
〇
㍍
の
基
壇

が
復
元
可
能
で
あ
る
。
時
期
は
九
世
紀
後
半
ご
ろ
で
あ
る
。
Ⅲ
期
は
石
垣

積
基
壇
に
改
築
さ
れ
、
正
面
の
み
治
暦
元
年
か
ら
十
七
世
紀
前
半
ご
ろ
に

ま
ご
び
さ
し

か
け
て
、
孫
廂
を
設
け
三
回
の
改
築
を
行
っ
て
い
る
。

大
房
は
二
回
の
建
替
え
が
あ
り
、
資
財
帳
に
は
「
長
三
四
丈
二
尺

広

三
丈
五
尺
五
寸
」
と
あ
り
、
正
確
な
数
値
で
な
い
が
調
査
結
果
と
ほ
ぼ
合

致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
栄
華
を
誇
っ
た
主
要
堂
宇
も
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）、
康
治

二
年
（
一
一
四
三
）
の
た
び
重
な
る
火
災
に
よ
り
、
塔
・
金
堂
・
講
堂
・

回
廊
等
は
焼
失
し
、
つ
い
に
塔
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
律
令

制
の
衰
退
と
と
も
に
大
宰
府
の
権
威
も
衰
退
し
、
十
二
世
紀
末
に
は
観
世

音
寺
も
東
大
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

水
城
と
大
野
城

我
が
国
で
大
宰
府
に
設
置
さ
れ
た
防
衛
都
城
形
態

は
、
四
神
相
応
の
地
を
活
用
し
た
羅
城
を
形
成
し
、

他
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
戦
略
的
な
構
図
を
と
っ
た
。

水
城
は
『
日
本
書
紀
』
天
智
三
年
（
六
六
四
）
に

さ
き
も
り

う
ね
び

是
歳
対
馬
嶋
、
壱
岐
嶋
、
筑
紫
国
等
の
防
人
と
烽
と
を
置
く
。
ま
た
筑
紫
に
大
堤
を

築
き
て
、
水
を
貯
え
し
む
。
名
づ
け
て
水
城
と
曰
ふ
。

と
あ
っ
て
、
筑
紫
平
野
の
最
も
狭
ま
っ
た
所
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
現
在

発
掘
調
査
が
進
行
中
で
あ
り
、
そ
の
規
模
・
構
造
は
全
長
一
・
二
�
、
基

し
き

そ

だ

底
部
幅
八
〇
㍍
、
高
さ
一
三
㍍
で
、
敷
粗
朶
を
伴
っ
た
版
築
で
構
築
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
城
門
は
東
・
西
二
か
所
あ

り
、
西
門
の
発
掘
調
査
で
二
回
の
建
替
え
が
分
か
っ
て
い
る
。
水
城
本
体

の
内
側
（
太
宰
府
市
側
）
と
外
側
（
大
野
城
市
側
）
に
は
水
を
貯
え
た
濠

が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
外
濠
は
幅
六
〇
㍍
、
深
さ
約
四
㍍
と
推
定
さ
れ
て

い
る
が
、
再
確
認
の
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
御
笠
川
に
発
見
さ
れ
て
い
る

自
然
石
を
積
み
上
げ
た
、
い
わ
ゆ
る
洗
堰
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
水
城
本
体
と
直
交
し
て
木
樋
が
四
か
所
発
見
さ
れ
て
い
る
。
木
樋
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床
面
は
僅
か
に
内
側
か
ら
外
側
に
傾
斜
し
、
水
を
外
へ
流
し
て
い
た
こ
と

は
事
実
で
あ
る
が
、
取
水
口
と
内
濠
の
関
係
が
未
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
。水

城
大
堤
の
作
業
工
程
が
現
在
の
作
業
力
で
復
元
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
算
出
方
法
は
種
々
で
あ
る
が
、
一
日
の
作
業
時
間
が
平
均
一

一
時
間
で
、
一
年
間
の
作
業
日
数
は
三
一
九
日
と
な
り
、
一
人
当
た
り
の

延
べ
作
業
時
間
を
算
出
す
る
と
三
五
二
九
時
間
と
な
る
。
現
在
政
府
が
目

標
と
し
て
い
る
年
間
労
働
時
間
一
八
〇
〇
時
間
の
二
倍
の
労
働
時
間
で
あ

る
。
ま
た
、
一
・
二
�
の
水
城
を
三
一
九
日
で
構
築
す
る
た
め
に
は
総
勢

約
三
五
〇
〇
人
い
る
そ
う
で
あ
る
。

大
野
城
は
『
日
本
書
紀
』
天
智
四
年
（
六
六
五
）
に

だ
ち
そ
ち
と
う
ほ
ん
し
ゅ
ん

そ

お
く
ら
い
ふ
く

る

達
率
答
・
春
初
を
遣
わ
し
て
、
城
を
長
門
国
に
築
か
し
む
。
達
率
憶
礼
福
瑠
と
達
率

し

ひ

ふ
く

ぷ

き

四
比
福
夫
を
筑
紫
国
に
遣
わ
し
て
、
大
野
及
び
椽
の
二
城
を
築
か
し
む
。

と
あ
っ
て
、
佐
賀
県
基
肄
城
と
共
に
百
済
の
技
術
者
指
導
に
よ
っ
て
築
城

さ
れ
た
。
大
野
城
は
標
高
四
一
〇
㍍
の
馬
蹄
形
を
し
た
山
で
、
尾
根
に

沿
っ
て
「
土
塁
」
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
土
塁
は
人
の
手
に
よ
っ
て
積
み

上
げ
ら
れ
た
版
築
法
を
用
い
、
基
底
幅
一
一
・
四
㍍
、
高
さ
約
三
・
七
㍍

で
あ
る
。
ま
た
土
塁
は
北
と
南
側
を
二
重
に
巡
ら
し
て
お
り
、
総
延
長

六
・
五
�
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
土
塁
が
谷
部
を
通
過
す
る
所
は
「
石

塁
」
が
築
か
れ
、
百
間
石
垣
・
大
石
垣
・
小
石
垣
・
北
石
垣
・
水
ノ
手
石

垣
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
最
も
残
存
状
況
が
良
い
百
間
石
垣

は
、
総
延
長
一
八
〇
㍍
、
基
底
部
幅
九
㍍
、
高
さ
八
㍍
で
あ
る
。

更
に
、
土
塁
が
巡
る
南
側
に
城
門
三
か
所
、
北
に
一
か
所
確
認
さ
れ
て

お
り
、
大
宰
府
口
城
門
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
二
回
の
建
替
え
が
確
認
さ
れ
、
時
期
的
に
大
宰
府
政
庁
跡
の
建
替
え

と
符
合
す
る
な
ど
新
た
な
知
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、『
筑
前
国
続

風
土
記
』
に
は
、
城
門
七
か
所
と
あ
り
、
平
成
十
四
年
の
水
害
で
災
害
復

旧
の
た
め
発
掘
調
査
し
た
と
こ
ろ
新
た
に
城
門
が
発
見
さ
れ
、
風
土
記
を

裏
づ
け
る
新
資
料
が
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
、
城
内
に
は
七
か
所
に
お
よ
ぶ

建
物
群
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
総
数
約
七
〇
棟
余
の
建
物
は
総
柱
礎

石
建
物
と
掘
立
柱
建
物
と
が
あ
り
、
礎
石
建
物
は
倉
庫
風
な
性
格
を
持

ち
、
主
城
原
礎
石
群
を
中
心
に
発
見
さ
れ
て
い
る
掘
立
柱
建
物
は
執
務
的

な
性
格
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

４

豊
前
国
府
と
郡
衙

国
衙
・
郡
衙
と
は

律
令
国
家
の
地
方
支
配
に
よ
っ
て
、
国
・
郡
・
里

制
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ

る
。
各
国
・
郡
・
里
を
治
め
る
た
め
に
は
官
衙
施
設
が
必
要
で
あ
り
、
そ

れ
ら
を
国
衙
・
郡
衙
等
と
呼
称
し
て
い
る
。
こ
こ
で
左
記
の
よ
う
に
お
断

り
し
て
お
き
た
い
。

・
国
府
（
国
衙
周
辺
の
館
や
民
家
が
あ
る
市
街
地
を
総
称
し
て
言
う
）

・
国
衙
（
国
司
等
が
政
務
を
執
行
す
る
官
衙
施
設
及
び
官
衙
地
区
）

・
国
庁
（
国
衙
政
庁
の
略
で
、
執
務
を
行
う
中
枢
施
設
）

＊
区
画
さ
れ
た
国
衙
の
中
に
は
曹
司
（
国
務
を
分
掌
す
る
官

舎
）
や
雑
屋
・
正
倉
・
所
・
館
な
ど
が
存
在
し
た
。
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以
下
郡
衙
も
同
じ

た
だ
、
郡
衙
の
場
合
は
、『
平
安
遺
文
』「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
に
よ

れ
ば
「
正
倉
」、「
郡
庁
」、「
館
」、「
厨
家
」
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
役

割
は
、
正
倉
は
徴
収
し
た
穀
物
類
を
収
納
す
る
倉
庫
で
あ
り
、
郡
庁
は
国

庁
と
同
じ
役
割
、
館
は
郡
司
の
宿
舎
や
接
待
用
の
施
設
に
使
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
厨
家
は
館
を
利
用
す
る
人
た
ち
の
食
事
や
饗
宴
、
郡
司
た
ち

の
食
事
を
賄
っ
て
い
た
。

山
中
敏
史
は
『
国
衙
・
郡
衙
の
構
造
と
変
遷
』
の
中
で
、
国
衙
の
特
徴

を
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

・
国
庁
は
方
二
四
〇
〜
三
六
〇
尺
ほ
ど
の
一
院
を
形
成
し
、
内
部
に
正

殿
や
庁
舎
の
脇
殿
等
を
左
右
対
象
の
コ
字
型
に
配
し
、
正
殿
・
前
殿

の
前
に
広
場
を
設
け
る
共
通
性
が
あ
る
。

・
殿
舎
や
区
画
施
設
が
ほ
ぼ
同
じ
位
置
で
建
替
え
ら
れ
、
同
じ
建
物
配

置
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
る
。

・
建
築
様
式
や
殿
舎
配
置
の
変
化
に
共
通
し
た
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

更
に
「
八
世
紀
後
半
な
い
し
九
世
紀
に
お
け
る
礎
石
建
物
と
一
部
瓦
葺

き
の
採
用
、
九
世
紀
に
お
け
る
前
殿
の
消
滅
と
前
庭
の
拡
大
、
八
世
紀
以

来
の
国
庁
構
造
が
十
世
紀
代
ご
ろ
に
途
絶
え
る
こ
と
」
等
を
ま
と
め
て
い

る
。
九
州
で
は
肥
前
国
府
跡
や
筑
後
国
府
跡
等
が
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
比

較
的
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
筑
後
の
場
合
は
四
回
も
国
衙
が
移
転
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

ま
た
、
郡
衙
に
つ
い
て
山
中
は
「
郡
衙
の
出
現
時
期
は
多
少
前
後
す
る

図３―２５ 藤原広嗣の乱経路（週刊朝日百科『日本の歴史』５４より）
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が
、
七
世
紀
第
４
四
半
期
ご
ろ
に
成
立
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、「
郡
衙
」
と
「
郡
評
」
が
成
立
し
、
八
世
紀
代
に
入
っ
て

郡
評
か
ら
郡
衙
へ
移
行
し
た
と
し
、
規
模
・
構
造
上
の
調
査
事
例
を
示
し

な
が
ら
、
整
備
拡
充
し
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
評
・
郡
段

階
に
お
い
て
も
、
官
衙
と
寺
院
と
が
一
体
と
な
っ
て
人
民
支
配
を
達
成
し

た
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
前
小
田
富
士
雄
も
「
一

郡
一
寺
」
制
を
説
い
て
い
る
。

律
令
政
治
に
見
る
美
夜
古
平
野
は
、
国
郡
里
制
の
も
と
、
こ
れ
ま
で
の

国
造
や
県
主
等
の
地
方
豪
族
が
郡
司
と
な
り
、
地
方
政
治
を
担
当
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
の
郡
名
に
つ
い
て
は
前
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

『
延
喜
式
』
は
「
京
都
」
（
ミ
ヤ
コ
）
、『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
「
美
夜
古
」

（
ミ
ヤ
コ
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
文
字
の
体
裁
か
ら
は
『
和
名
類
聚
抄
』

が
古
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
両
文
書
の
作
成
は
『
延
喜
式
』
の
方
が
先

に
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
郡
名
に
関
与
し
て
、
勝
山
町
上
黒
田
（
旧
）
郵

便
局
前
に
「
郡
谷
」
の
小
字
名
が
残
っ
て
お
り
、
京
都
郡
の
中
で
も
早
い

時
期
に
郡
衙
が
設
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
勝
山

町
周
辺
に
は
古
墳
時
代
後
半
期
の
大
型
古
墳
が
点
在
し
、
律
令
以
前
の
豪

族
（
郡
司
ク
ラ
ス
）
の
墳
墓
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
郡
衙
存
在
を

十
分
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
の
藤
原
広
嗣
の
乱
に
豊
前
国
各
郡
の
人
た
ち

が
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
下
表
）。
郡
衙
と
直
接
的
に
関
係
す

る
か
否
か
は
定
か
で
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
く
。

こ
の
と
き
、
豊
前
地
方
の
軍
勢
は
政
府
側
の
軍
勢
に
攻
略
さ
れ
、
京
都

郡
の
小
長
谷
常
人
、
企
救
郡
の
凡
河
内
田
道
等
は
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
板
櫃
鎮
の
大
長
三
田
塩
籠
は
逃
走
し
た
が
、
豊
前
国
百
姓
の
豊
国
秋

山
等
に
殺
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
京
都
郡
の
�
田
勢
麻
呂
は
兵
五
〇
〇
騎

（
馬
力
）
、
仲
津
郡
の
膳
東
人
は
兵
八
〇
人
、
下
毛
郡
の
勇
山
伎
美
麻
呂
・

築
城
郡
の
佐
伯
豊
石
等
は
兵
七
〇
人
を
そ
れ
ぞ
れ
率
い
て
、
政
府
軍
に
寝

返
っ
て
い
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

豊
前
国
府

京
都
郡
豊
津
町
大
字
国
作
・
惣
社
に
位
置
す
る
。
従
来

か
ら
豊
前
国
府
の
所
在
地
を
め
ぐ
っ
て
、
文
献
・
歴
史

地
理
学
方
面
か
ら
の
諸
説
が
論
議
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和

五
十
一
年
豊
津
町
の
国
作
幸
木
地
区
に
お
い
て
、
広
域
ゴ
ミ
焼
却
場
建
設

に
伴
っ
て
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
陶
磁
器
類
を
は
じ
め
と
し
て
、
硯
・

瓦
・
土
師
器
・
黒
色
土
器
・
瓦
器
・
碁
石
な
ど
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
後
半

の
遺
物
が
多
量
に
検
出
し
た
こ
と
を
受
け
、
豊
津
町
国
作
一
帯
に
豊
前
国

藤
原
広
嗣
の
乱
時
の
豊
前
国
関
係
人
名

郡

名

官

職

人

名

京
都
郡

大

領

従
七
位
上

�
田
勢
麻
呂

仲
津
郡

擬
少
領

無
位

膳
東
人

築
城
郡

擬
少
領

大
初
位
上

佐
伯
豊
石

上
毛
郡

擬
大
領

紀
宇
麻
呂

下
毛
郡

擬
少
領

無
位

勇
山
伎
美
麻
呂

京
都
郡

鎮

長

従
八
位
上

小
長
谷
常
人

企
救
郡
板
櫃
鎮

小

長

無
位

凡
河
内
田
道
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府
推
定
地
が
浮
上
し
た
。

①
文
献
記
載
の
国
府

豊
前
国
府
が
記
さ
れ
て
い
る
主
な
文
献
は
、『
和
名
類
聚
抄
』、『
豊
前

志
』、『
太
宰
管
内
志
』、『
拾
芥
抄
』、『
古
事
類
苑
』、『
豊
前
遠
鏡
』、『
豊

前
新
大
鏡
』、『
京
都
郡
誌
』
等
、
そ
の
他
多
数
あ
る
。

『
太
宰
管
内
志
』
に
は
、

按
ず
る
に
、
国
府
・
国
分
寺
同
処
に
あ
る
例
な
れ
ば
、
後
世
に
、
郡
堺
か
は
り
て
、

今
仲
津
郡
の
内
と
な
ら
む
か
国
分
寺
も
今
は
仲
津
郡
内
に
あ
り
（
略
）

と
記
さ
れ
、
ま
た
、『
豊
前
志
』
に
は
、

草
場
村
に
在
庁
屋
敷
と
称
す
る
処
あ
り
、
是
国
府
の
蹟
な
る
べ
し
（
略
）

等
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
『
豊
前
新
大
鏡
』
と
同
じ
文
面
で
あ
り
、

右
記
文
献
の
ほ
と
ん
ど
が
京
都
郡
な
い
し
は
草
場
あ
る
い
は
国
作
に
位
置

付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

②
国
府
推
定
地
の
発
掘
調
査

豊
前
国
府
推
定
地
一
帯
の
文
化
財
の
調
査
は
、
昭
和
五
十
一
年
、
五
十

三
年
度
の
椎
田
│
勝
山
線
道
路
建
設
に
伴
う
調
査
等
を
皮
切
り
に
、
昭
和

五
十
九
年
度
か
ら
県
総
合
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
に
絡
む
調
査
が
継
続
さ
れ

た
。
当
初
は
惣
社
・
国
作
集
落
付
近
を
中
心
に
ト
レ
ン
チ
に
よ
る
調
査
を

実
施
し
た
が
、
断
定
で
き
る
よ
う
な
官
衙
に
関
連
す
る
遺
構
は
発
見
で
き

な
か
っ
た
。
昭
和
六
十
三
年
度
以
降
の
調
査
は
、
事
業
に
伴
っ
て
全
面
発

掘
調
査
を
行
い
、
惣
社
地
区
で
は
七
世
紀
〜
八
世
紀
の
竪
穴
住
居
跡
六
五

件
、
七
世
紀
〜
十
三
世
紀
の
掘
立
柱
建
物
跡
一
六
〇
棟
、
井
戸
約
二
〇
基

等
、
国
府
に
想
定
で
き
う
る
資
料
が
続
々
発
見
さ
れ
た
。
引
き
続
い
て
政

庁
地
区
で
は
、
大
型
の
掘
立
柱
建
物
跡
や
施
設
を
区
画
す
る
大
溝
、
築
地

塀
等
新
た
な
遺
構
の
検
出
に
よ
り
、
豊
前
国
府
及
び
国
庁
の
存
在
を
確
実

に
し
た
。

調
査
で
は
政
庁
地
区
と
称
さ
れ
て
お
り
、
Ⅰ
期
〜
Ⅴ
期
に
わ
た
る
遺
構

の
変
遷
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
最
も
国
庁
跡
と
判
断
さ
れ
る
遺
構
は
Ⅲ
期

〜
Ⅳ
期
に
集
中
し
て
検
出
さ
れ
て
い
る
。

１

正

殿

正
殿
跡
と
想
定
さ
れ
る
所
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
後
世
の

削
平
が
著
し
く
、
顕
著
な
遺
構
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

２

東
脇
殿

調
査
区
の
東
辺
部
で
Ⅲ
期
・
Ⅳ
期
の
二
棟
分
が
検
出
さ
れ
た
。

Ⅲ
期
検
出
の
建
物
は
削
平
が
著
し
く
、
柱
痕
跡
が
定
か
で
な
い
も
の
も

あ
る
が
、
東
西
梁
行
二
間
（
柱
間
約
一
一
尺
＋
五
・
三
尺
）
×
南
北
桁
行

間
（
柱
間
約
七
尺
）
で
あ
る
。
柱
穴
は
円
形
で
削
平
さ
れ
て
い
る
が
、
残

り
の
良
い
も
の
で
径
五
〇
�
程
度
で
あ
る
。

Ⅳ
期
は
東
西
幅
約
六
・
〇
㍍
、
南
北
幅
三
〇
・
二
㍍
と
い
う
南
北
に
長

い
掘
立
柱
建
物
跡
で
あ
る
。
柱
間
間
隔
は
東
西
梁
行
三
間
（
柱
間
約
六
・

五
尺
）
×
南
北
桁
行
一
四
間
（
柱
間
約
七
・
五
尺
）
で
あ
る
。
柱
掘
方
は

隅
丸
方
形
を
呈
し
、
一
辺
約
六
〇
〜
八
〇
�
で
あ
る
。

３

門

政
庁
調
査
区
の
南
側
で
検
出
し
た
掘
立
総
柱
建
物
跡
で
あ
る
。
こ
の
建
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物
は
東
西
棟
で
桁
行
三
間
（
柱
間
約
七
・
五
尺
）
×
梁
行
二
間
（
柱
間
約

六
・
三
尺
）
で
あ
る
。
柱
間
及
び
他
の
建
物
の
関
係
か
ら
八
脚
門
の
可
能

性
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
中
門
跡
と
想
定
さ
れ
る
。

４

築
地
塀
と
溝

政
庁
東
辺
部
及
び
南
辺
部
に
お
い
て
、
政
庁
域
を
区
画
す
る
二
条
の
溝

が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
溝
に
挟
ま
れ
た
部
所
に
は
築
地
塀
が
存
在
し

た
と
推
定
さ
れ
、
溝
は
築
地
塀
の
雨
落
溝
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
溝
と
溝

の
肩
幅
は
約
一
・
八
㍍
あ
り
、
六
尺
幅
の
築
地
が
巡
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

政
庁
跡
の
南
北
長
は
、
推
定
南
辺
築
地
塀
か
ら
北
辺
大
溝
ま
で
約
一
〇

五
㍍
、
東
西
幅
は
、
八
脚
門
（
中
門
）
の
中
心
線
か
ら
東
辺
築
地
塀
ま
で

を
折
り
返
し
た
長
さ
七
九
・
二
㍍
に
復
元
可
能
で
あ
る
。
ま
た
南
北
の
中

軸
線
は
Ｎ
│
約
４
度
│
Ｗ
の
方
位
を
と
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

５

出
土
遺
物

出
土
遺
物
に
は
磁
器
（
越
州
窯
・
龍
泉

窯
・
同
安
窯
青
磁
碗
）、
施
釉
陶
器
（
緑

釉
・
灰
釉
の
坏
・
皿
）、
墨
書
土
器
、
木

簡
、
硯
、
瓦
類
等
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
政
庁
遺
構
に
限
っ
て
記
し
た

が
、
こ
の
ほ
か
、
掘
立
柱
建
物
や
溝
・
竪

穴
住
居
・
井
戸
等
が
多
数
検
出
さ
れ
て
お

り
、
古
墳
時
代
終
末
期
か
ら
奈
良
時
代
初

頭
に
か
け
て
、
大
規
模
な
集
落
が
営
ま
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
律
令
時
代
の
国
府
市
街
地
は
、
南
北

約
六
五
〇
㍍
、
東
西
約
四
九
〇
㍍
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
豊
前
国
府
の
建
設
は
、
Ⅰ

図３―２６ 推定豊前国庁跡発掘調査遺構配置図
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期
と
さ
れ
る
集
落
の
始
ま
り
七
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、
政
庁
は
十

二
世
紀
ご
ろ
ま
で
建
替
え
を
繰
り
返
し
な
が
ら
存
続
し
た
が
、
律
令
制
の

衰
退
と
共
に
そ
の
勢
力
を
失
い
、
十
三
世
紀
に
は
居
館
的
施
設
へ
と
移
行

す
る
の
で
あ
る
。

北
部
九
州
の
郡
衙
跡

全
国
に
お
け
る
八
世
紀
代
の
国
・
郡
・
郷
は
、

六
六
国
・
五
五
五
郡
・
四
〇
一
二
郷
が
存
在
し

た
と
『
律
書
残
篇
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
発
掘
調
査
等
で
発

見
さ
れ
て
い
る
北
部
九
州
の
郡
衙
跡
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
筑
後
国

御
原
郡
衙
①
（
小
郡
市
小
郡
遺
跡
）

〃

②
（
大
刀
洗
町
下
高
橋
遺
跡
）

御
井
郡
衙

（
久
留
米
市
ヘ
ボ
ノ
木
遺
跡
）

・
豊
前
国

上
毛
郡
衙

（
新
吉
富
村
大
ノ
瀬
下
大
坪
遺
跡
）

下
毛
郡
衙

（
中
津
市
長
者
屋
敷
遺
跡
）

・
肥
前
国

神
埼
郡
衙

（
神
埼
町
馬
郡
竹
原
遺
跡
群
）

・
肥
後
国

玉
名
郡
衙

（
玉
名
市
立
願
寺
遺
跡
）

託
麻
郡
衙

（
熊
本
市
神
水
遺
跡
）

上
毛
郡
衙
跡
の
発
見

遺
跡
は
築
上
郡
新
吉
富
村
大
ノ
瀬
下
大
坪
に
位

置
す
る
。
こ
の
地
よ
り
東
方
は
一
級
河
川
山
国

川
を
隔
て
て
大
分
県
中
津
市
と
接
し
、
周
防
灘
に
面
し
て
開
け
た
標
高
三

〇
㍍
の
低
台
地
上
に
遺
跡
は
あ
る
。
遺
跡
周
辺
は
古
く
か
ら
開
け
た
地
域

で
あ
る
が
、
七
・
八
世
紀
代
の
代
表
す
る
遺
跡
に
垂
水
廃
寺
跡
が
存
在
す

る
。
大
宝
二
年
の
正
倉
院
文
書
『
豊
前
国
戸
籍
断
簡
』
に
見
え
る
「
豊
前

国
上
三
毛
郡
塔
里
」、「
同
加
自
久
也
里
」
の
郡
衙
跡
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。発

掘
調
査
は
平
成
七
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
、
掘
立
柱
建
物
跡
（
六
七

棟
）、
柵
列
跡
（
一
六
条
）、
溝
跡
（
五
八
条
）、
竪
穴
住
居
跡
（
四
〇
軒
）

等
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
報
告
に
従
っ
て
要
約
し
た
い
。

①

内

郭

正
殿
と
す
る
建
物
は
、
梁
行
四
間
×
桁
行
七
間
の
四
面
廂
付
き
東
西
棟

の
掘
立
柱
建
物
で
あ
る
。
建
て
替
え
が
さ
れ
て
お
り
、
間
口
は
同
一
で
あ

図３―２７ 大ノ瀬下大坪遺跡・内郭遺構配置図

第３編 古 代

432



る
が
柱
間
寸
法
等
の
規
模
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
正
殿
の
東
前
面
に
は

梁
行
二
間
（
柱
間
寸
法
約
七
尺
）
×
桁
行
一
二
間
（
柱
間
寸
法
約
八
尺
）
の

南
北
棟
が
検
出
し
、
脇
殿
跡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
郭
と
称
す
る
他
の

部
所
に
は
建
物
の
存
在
は
な
く
、
正
殿
前
面
は
広
場
で
、
建
物
は
Ｌ
字
形

状
の
官
衙
配
置
を
と
る
。
内
郭
を
区
切
る
施
設
は
柵
列
で
あ
り
、
そ
の
規

模
は
東
西
五
三
・
四
㍍
（
一
七
八
尺
）
×
南
北
五
八
・
五
㍍
（
一
九
五
尺
）

で
、
南
北
辺
が
長
い
長
方
形
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
、
南
側
柵
列
の
中
央

部
に
は
四
脚
門
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。「
郡
庁
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

②

外

郭

区
画
の
規
模
は
東
西
一
五
〇
㍍
×
南
北
一
五
〇
㍍
の
方
形
を
呈
し
て
お

り
、
北
辺
・
東
辺
は
柵
列
で
、
西
辺
・
南
辺
は
溝
で
区
画
さ
れ
て
い
る
。

地
形
的
な
制
約
が
あ
り
、
ま
た
官
道
等
の
関
係
か
ら
視
覚
効
果
を
ね
ら
っ

た
建
物
配
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
内
郭
外
に
は
掘
立
柱
建
物

跡
約
二
〇
棟
以
上
あ
り
、
東
西
棟
が
多
く
検
出
さ
れ
て
い
る
。

③

遺

物

主
な
出
土
遺
物
に
は
須
恵
器
・
土
師
器
等
の
杯
・
皿
類
を
は
じ
め
、
緑

釉
陶
器
・
円
面
硯
・
平
瓦
片
等
が
あ
る
。

当
遺
跡
の
存
続
時
期
を
、
八
世
紀
第
２
四
半
期
ご
ろ
を
上
限
と
し
、
八

世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
ご
ろ
を
下
限
と
し
た
、
約
半
世
紀
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。

四

条
里
と
官
道

１

条
里
遺
構

条
里
制
と
は

せ
い
で
ん
せ
い

古
来
中
国
の
「
井
田
制
」
と
い
う
の
が
漢
時
代
以
前
に

存
在
し
、
内
容
は
方
形
の
土
地
を
各
辺
三
等
分
（
全
部

で
九
等
分
）
し
て
、
そ
れ
か
ら
上
が
っ
て
く
る
税
金
を
計
算
す
る
法
で
あ

る
。
漢
時
代
以
後
は
「
阡
陌
制
度
」
で
、「
阡
」
は
南
北
方
向
を
、「
陌
」

は
東
西
方
向
を
表
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
土
地
を
碁
盤
の
目
に
割
っ
て
い

き
ん
で
ん
せ
い

く
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て
南
北
朝
時
代
に
は
「
均
田
制
」
と
な
り
、
時
代

の
変
化
に
伴
っ
て
制
度
も
変
わ
っ
て
い
く
。
日
本
の
条
里
は
、
阡
陌
制
度

に
最
も
類
似
し
て
い
る
と
い
う
。

は
ん
で
ん
せ
い

日
本
で
は
大
化
の
改
新
（
六
四
五
）
以
後
、「
班
田
制
」
が
施
行
さ
れ
、

じ
ょ
う

り

せ
い

大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
大
宝
律
令
以
後
「
条
里
制
」
に
変
わ
っ
て
い

く
。「

班
田
制
」
に
は
二
つ
の
地
割
法
が
あ
る
。

面
積
・
寸
法
の
約
束
ご
と
は
、
約
一
〇
八
㍍
を
一
町
と
し
、
方
一
丁
は
三

六
〇
〇
坪
で
一
〇
反
に
相
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。

な
が

ち

け
い

①
長
地
形
地
割
…
一
辺
六
〇
歩
（
一
町
）
の
土
地
を
、
平
行
に
一
〇
等

分
短
冊
形
（
六
歩
×
六
〇
歩＝

一
段
）
に
し
て
割
り

付
け
る
法
。

は

お
り
け
い

②
半
折
形
…
六
〇
歩
（
一
町
）
四
方
の
一
辺
を
五
等
分
し
て
、
更
に
中

央
部
で
横
割
り
に
し
、
全
部
で
一
〇
等
分
す
る
法
（
一
二
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